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佐倉市条例第   号 

   佐倉市中小企業資金融資条例の一部を改正する条例 

第１条 佐倉市中小企業資金融資条例（平成５年佐倉市条例第１３号）の一部

を次のように改正する。 

  第２条第５号中「第２条第２３項」を「第２条第２０項」に改める。 

第３条第４項第１号中「第２条第２３項第１号」を「第２条第２０項第１号」

に改め、同項第２号中「第２条第２３項第２号」を「第２条第２０項第２号」

に改め、同項第３号中「第２条第２３項第４号」を「第２条第２０項第４号」

に改め、同項第４号中「第２条第２３項第５号」を「第２条第２０項第５号」

に改め、同項第５号中「第２条第２３項第６号」を「第２条第２０項第６号」

に改め、同条第５項第１号中「第２条第２３項第１号」を「第２条第２０項第

１号」に改め、同号エ中「創業支援事業計画」を「創業支援等事業計画」に、

「特定創業支援事業」を「特定創業支援等事業」に改め、同項第２号中「第２

条第２３項第２号」を「第２条第２０項第２号」に改め、同項第３号中「第２

条第２３項第４号」を「第２条第２０項第４号」に改め、同項第４号中「第２

条第２３項第５号」を「第２条第２０項第５号」に改め、同項第５号中「第２

条第２３項第６号」を「第２条第２０項第６号」に改める。 

第２条 佐倉市中小企業資金融資条例の一部を次のように改正する。 

  第２条第５号中「第２条第２０項」を「第２条第２４項」に改める。 

  第３条第４項第１号中「第２条第２０項第１号」を「第２条第２４項第１

号」に改め、同項第２号中「第２条第２０項第２号」を「第２条第２４項第

２号」に改め、同項第３号中「第２条第２０項第４号」を「第２条第２４項

第４号」に改め、同項第４号中「第２条第２０項第５号」を「第２条第２４

項第５号」に改め、同項第５号中「第２条第２０項第６号」を「第２条第２



４項第６号」に改め、同条第５項第１号中「第２条第２０項第１号」を「第

２条第２４項第１号」に改め、同号エ中「第１１３条第１項」を「第１２７

条第１項」に改め、同項第２号中「第２条第２０項第２号」を「第２条第２

４項第２号」に改め、同項第３号中「第２条第２０項第４号」を「第２条第

２４項第４号」に改め、同項第４号中「第２条第２０項第５号」を「第２条

第２４項第５号」に改め、同項第５号中「第２条第２０項第６号」を「第２

条第２４項第６号」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、産業競争力

強化法等の一部を改正する法律（平成３０年法律第２６号）附則第１条第２号

に掲げる規定の施行の日から施行する。 


